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　東区民の皆様、名古屋税理士会名古屋東支部の支部長の小出でござい

ます。名古屋税理士会名古屋東支部は名古屋東税務署管内、名古屋市東

区の狭いエリアにあるものの、昨年 12 月末現在、個人正会員 305 名、

法人会員35 社で、構成されております。 

　税理士は税理士の使命として、税理士法第 1 条で、「税理士は、税務

に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の

理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定さ

れた納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と定められており

ます。

　　①税の専門家であること

　　②独立公正な立場にあること

　　③納税義務者の信頼にこたえること

　　④納税義務の適正な実現を図ること 

　私たち税理士は、この使命を常に念頭において、税理士法に定められ

た権利を行使し、義務を履行し、納税者の皆様の信頼を得ることにより、

日々の税理士業務を円滑に実行することが出来ております。

　さて、当支部では、地域の皆様に身近な税の相談の場として、「名古屋

東税務相談所」を設置し、小規模事業者に

対する税務相談や記帳指導を行っています。

　また、相続税に関する一般的な相談を

受け付ける、予約制の「相続税務相談室」

も設けておりまます。

　そして、確定申告の時期には、無料相談

会場にて申告相談も受け付けておりますの

で、お気軽にご相談いただけたらと思います。

　さらに、広く税について関心を持っても

らうため、名古屋東租税教育推進協議会

の一員として、東区内の小中学生、高校生、

専門学校生および社会人を対象として租税教室を開催し、租税に関する

知識の普及に努めています。

　その他、広報活動として毎年 2 月に東区民の皆様へ、税について興味

を持ってもらうために広報誌「翼」をお届けしております。 

　地域の皆様の税金や経営に関するお困りのことがございましたら、当支

部にお気軽にお問合せください。よろしくお願いいたします。

名古屋税理士会名古屋東支部
支部長　小出 恭己　
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編集後記
今年も「翼」をお届けしました。まだまだ新型コロナウイ
ルス感染症やインフルエンザの影響は予断を許さない
状況ではありますが、東区の区民の皆様方におかれまし
ては、健康には十分にご留意いただいて健やかな毎日を
お送りいただくことを切にお祈り申し上げます。
「翼」は地域に根差したコミュニティーの重要性を再認識
しようとの想いから発刊しております。この広報誌が私ど
も税理士と皆様との架け橋になれば幸いです。

令和7年2月

E P I S O D E
身近な税の専門家として
地域の皆様の
良きパートナーに

　2月23日は「税理士記念日」ですが、これは税理士法の前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定されたことに由
来します。
　日本税理士会連合会では、昭和41年に一部の税理士会が実施した「税理士総奉仕の日」を、昭和42年の税理士制度施行25
周年を機に全国的な行事として、11月1日を「税理士総奉仕の日」と定め、全国各地で無料による税務相談を実施しました。　
「税理士記念日」は、税理士の社会的活動であるこの「税理士総奉仕の日」を基盤に、記念日的性格を付与して昭和44年に税務
代理士法制定日に移して制定されたものです。この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を
再確認するとともに、国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。

2月23日は税理士記念日です。

理学療法士から税理士へ、
お金の診断・治療を
任せてもらえる存在に

成瀬  謙治税理士

成瀬謙治税理士事務所

尾崎 佑樹税理士

尾崎豊樹税理士事務所

税金のこと どれくらいご存知ですか？
ガソリンの価格には揮発油税と地
方揮発油税が含まれています。では
１リットルあたりどのくらいの税が

かかっている
でしょうか？
（消費税は除
きます）

1
税金クイズ

①43.8円
②53.8円
③63.8円

昭和22年、所得税に申告納税制度が導
入されましたが、急激なインフレで納
税額は極めて低調でした。そこで国（当

時の大蔵省）
がとった奇策
とは何でしょ
うか？

4
税金クイズ

①申告書に懸賞問題
②提出の先着順に景品
③正確な申告に割引制度

昔のイギリスでトランプに税金がかけら
れたとき、納税済の証明をトランプのカ
ードに表示していました。その表示とは

どれでしょうか？

5
税金クイズ

①ジョーカー
②スペードのエース
③ハートのキング

国の税金を管轄する税務署を表
す地図記号はつぎのうちどれでし
ょうか？

7
税金クイズ

①
②
③

税理士は税の専門家として、税金の相談や申告書など
を作成する資格を持ったプロですが、さて全国の税理
士の人数と、税務署など税を扱

う国の機関に勤
めている税務職
員の人数、どちら
が多いでしょう？

8
税金クイズ

①税務職員
②税理士
③同じくらい

消費税は
10％です
が、その

うち社会保障
の財源にど
の程度つか
われている
でしょうか？

6
税金クイズ

つぎのうち税金
がかかるものは
どれでしょうか？

3
税金クイズ

①ノーベル賞の賞金
②宝くじの当せん金
③クイズの懸賞金

国や地方公共団体では義務教育の費用（学
校の維持管理、教科書の費用、先生の給与
など）を負担していますが、義務教

育終了までの９年
間、生徒一人あた
りいくらかかって
いるでしょうか？

2
税金クイズ

①約470万円
②約670万円
③約870万円
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①３割
②５割
③９割

　令和 5年６月に名古屋東支部に入会させていただきました。
　税理士である父が東区で開業して 50 年が経過しました。私自身も
平成 18 年に父の事務所へ入所以来、現在までこの地で歩んでまいり
ました。昨年 11月に父が所長を退き、現在は私が現事務所の所長とし
て営業しております。
　税金に関してのご相談はお客様ごとに千差万別で、その解決方法も
それぞれ一長一短であることが多く、判断に迷う場面が数多くあると
思います。
　弊所では専門的な税務・会計はもちろんのこと、経営のお悩み事や
後継者の問題、相続・贈与、保険、株式や不動産等の売却、M＆A、納
付に関するご不明点など、様々なご相談をお聞きし、問題解決に向け
て真摯に取り組んでおります。
　クライアントのみならず、東区民の皆様にとっても身近な良きパート
ナーとして信頼していただけるよう自己研鑽に励み、地域の皆様を支
える税理士として貢献できるよう努めて参ります。

　令和 5 年 12 月に名古屋東支部で税理士登録をしました。税理士の
平均年齢は 60 歳以上と言われる中で、私は 36 歳ですので、その若さ
で税理士業界だけでなく東区を盛り上げたいと思っています。
　さて、少しだけ私の経歴と税理士への思いを書きます。私が税理士
を目指し始めたのは 30 歳を過ぎてからで、それまでは理学療法士と
してスポーツ選手らのリハビリを手伝っていました。税理士である父
の影響でこのような転身をしたわけですが、皆様はこの 2 つの仕事を
全く違うものだと思いますか？
　税理士は、税法という難解な文章と皆様とを媒介する者だと考えて
いますが、昨今の AI の発展により、節税は勿論のこと、経営戦略・財
務・事業承継に対するアドバイス等の付加価値の高い業務を提供す
ることも求められています。これらの業務では、お客様である個人や法
人のことを深く分析（診断・評価）し、打ち手（治療）を考えることが必
要です。
　税理士と理学療法士は、学問が異なりますが、このように業務内容
で似ている部分があり ます。そして何より、どんな仕事であっても人を
助けるという意味においては変わりません。私は理学療法士の知見・
経験も活かしながら、税理士として皆様に笑顔を届けられるよう尽力
していく所存です。

令和 6年度

令和 7年2月

場　　所：愛知大学　車道キャンパス10階
入場整理券配布開始：9時
開催時間：9時 30 分から16 時（12時から13 時は行なっていません）
受付終了：15時（入場整理券配布状況により、後日案内になる可能性があります）

無料税務相談所のご利用には、当日配布する入場整理券が必要です。
事前受付での予約は行なっておりませんので、ご注意下さい。

確定申告無料相談所

19 ・日（水）20 ・日（木）21日（金）

赤萩

桜通車道

車道

●ミニストップ

●大塚屋

1

桜通

地下鉄桜通線

愛知大学
車道キャンパス

©税理士会広報キャラクター
にちぜいくん

【無料税務相談所の対象者】 
①　給与所得者、年金受給者
②　①以外の方で、所得税の申告については、次のイを満たした
方、個人事業者の消費税の申告については、次のイ及びロの条
件のいずれも満たした方が対象となります。 
イ　令和 5年分の所得金額が 300 万円以下の方
ロ　令和 6年分の消費税の基準期間（令和 4年分）の課税売上

高が 3,000 万円以下の方
※消費税及び地方消費税の相談については、①売上げ及
び仕入れ（経費）に係る額を10%（標準税率）と8% （軽
減税率）に区分するとともに、②仕入れ（経費）に係る額
をインボイス発行事業者からの仕入れ（経費）と それ以
外の者からの仕入れ（経費）に区分し、それぞれの科目ご
とに集計するなど、事前に準備した上でご来所ください。 

【ご注意】 
・譲渡所得、山林所得、贈与税、相続税の相談は実施しておりません。
・e-Tax による申告相談も行っていますので、利用者識別番号、暗証番号がお分かりの場合は、ご
持参ください。

・当日は、必要書類に不備がなければ、確定申告書の作成及び提出が可能です。 
・無料駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。 
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いるでしょうか？

2
税金クイズ

①約470万円
②約670万円
③約870万円

J
O
K
E
R

J
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R

①３割
②５割
③９割

　令和 5年６月に名古屋東支部に入会させていただきました。
　税理士である父が東区で開業して 50 年が経過しました。私自身も
平成 18 年に父の事務所へ入所以来、現在までこの地で歩んでまいり
ました。昨年 11月に父が所長を退き、現在は私が現事務所の所長とし
て営業しております。
　税金に関してのご相談はお客様ごとに千差万別で、その解決方法も
それぞれ一長一短であることが多く、判断に迷う場面が数多くあると
思います。
　弊所では専門的な税務・会計はもちろんのこと、経営のお悩み事や
後継者の問題、相続・贈与、保険、株式や不動産等の売却、M＆A、納
付に関するご不明点など、様々なご相談をお聞きし、問題解決に向け
て真摯に取り組んでおります。
　クライアントのみならず、東区民の皆様にとっても身近な良きパート
ナーとして信頼していただけるよう自己研鑽に励み、地域の皆様を支
える税理士として貢献できるよう努めて参ります。

　令和 5 年 12 月に名古屋東支部で税理士登録をしました。税理士の
平均年齢は 60 歳以上と言われる中で、私は 36 歳ですので、その若さ
で税理士業界だけでなく東区を盛り上げたいと思っています。
　さて、少しだけ私の経歴と税理士への思いを書きます。私が税理士
を目指し始めたのは 30 歳を過ぎてからで、それまでは理学療法士と
してスポーツ選手らのリハビリを手伝っていました。税理士である父
の影響でこのような転身をしたわけですが、皆様はこの 2 つの仕事を
全く違うものだと思いますか？
　税理士は、税法という難解な文章と皆様とを媒介する者だと考えて
いますが、昨今の AI の発展により、節税は勿論のこと、経営戦略・財
務・事業承継に対するアドバイス等の付加価値の高い業務を提供す
ることも求められています。これらの業務では、お客様である個人や法
人のことを深く分析（診断・評価）し、打ち手（治療）を考えることが必
要です。
　税理士と理学療法士は、学問が異なりますが、このように業務内容
で似ている部分があり ます。そして何より、どんな仕事であっても人を
助けるという意味においては変わりません。私は理学療法士の知見・
経験も活かしながら、税理士として皆様に笑顔を届けられるよう尽力
していく所存です。

令和 6年度

令和 7年2月

場　　所：愛知大学　車道キャンパス10階
入場整理券配布開始：9時
開催時間：9時 30 分から16 時（12時から13 時は行なっていません）
受付終了：15時（入場整理券配布状況により、後日案内になる可能性があります）

無料税務相談所のご利用には、当日配布する入場整理券が必要です。
事前受付での予約は行なっておりませんので、ご注意下さい。

確定申告無料相談所

19 ・日（水）20 ・日（木）21日（金）

赤萩

桜通車道

車道

●ミニストップ

●大塚屋

1

桜通

地下鉄桜通線

愛知大学
車道キャンパス

©税理士会広報キャラクター
にちぜいくん

【無料税務相談所の対象者】 
①　給与所得者、年金受給者
②　①以外の方で、所得税の申告については、次のイを満たした
方、個人事業者の消費税の申告については、次のイ及びロの条
件のいずれも満たした方が対象となります。 
イ　令和 5年分の所得金額が 300 万円以下の方
ロ　令和 6年分の消費税の基準期間（令和 4年分）の課税売上

高が 3,000 万円以下の方
※消費税及び地方消費税の相談については、①売上げ及
び仕入れ（経費）に係る額を10%（標準税率）と8% （軽
減税率）に区分するとともに、②仕入れ（経費）に係る額
をインボイス発行事業者からの仕入れ（経費）と それ以
外の者からの仕入れ（経費）に区分し、それぞれの科目ご
とに集計するなど、事前に準備した上でご来所ください。 

【ご注意】 
・譲渡所得、山林所得、贈与税、相続税の相談は実施しておりません。
・e-Tax による申告相談も行っていますので、利用者識別番号、暗証番号がお分かりの場合は、ご
持参ください。

・当日は、必要書類に不備がなければ、確定申告書の作成及び提出が可能です。 
・無料駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。 




